
令和６年６月12日

特定健診等システム標準仕様書【第1.0版】（案）

に関する意見照会について

資料No.1



１．特定健診等システム標準仕様書案における前提

1

〇標準仕様書案の作成にあたり以下を前提としている。

No 観点 標準仕様の記載方針

1 版数・公開時期について
令和６年８月に標準仕様書【第1.0版】を公開する予定とし
ている。

2
法令、国が公開する資料等に記
載がある要件

要件として詳細に定めることはせず、該当する法令、様式
等に準拠することとしている。

3
特定健診等データ管理システム
との連携要件

具体的な連携項目等は記載せず、該当する特定健診等デー
タ管理システムのインターフェース名を記載している。

4 帳票詳細要件、帳票レイアウト
特定健診等データ管理システムで出力される帳票をベース
に、記載している。

5
事務運用にて利用頻度が極めて
低い要件

内部利用の一覧帳票や独自集計等の機能、実運用上で利用
頻度が極めて低い機能や代替手段にて運用が可能な機能に
ついては、原則ＥＵＣ機能の利用することとしている。



２．特定健診等システム標準仕様書案の構成および確認の観点

2

〇標準仕様書案の構成を以下に示す。

〇ご意見の記入にあたっては、以下に示す各資料の位置づけ及び確認の観点を参照いただきたい。

No 資料名 資料の位置づけ及び確認の観点

1 標準仕様書案

標準化に関する背景や目的のほか、標準仕様書
の位置づけや基本的な考え方を整理した資料と
なっている。制度面・業務面の観点から過不足
なく記載されているか確認いただきたい。。

2
（別紙１）
業務フロー

業務運用をイメージするための参考資料として
作成している。標準的な運用モデルとして過不
足なく記載されているか確認いただきたい。

3
（別紙２－１）
機能・帳票要件

「○○できること」といった要件を定義している。標
準的に必要な機能が過不足なく記載されているか
確認いただきたい。

4
（別紙２－２）
管理項目

システムとして管理する項目を定義している。
標準的に必要な管理項目が過不足なく記載されて
いるか確認いただきたい。

5
（別紙３）
帳票詳細要件

帳票レイアウトに対して出力する印字項目を定
義している。標準的に必要な印字項目が過不足
なく記載されているか確認いただきたい。

6
（別紙４）
帳票レイアウト

特定健診等データ管理システムの帳票レイアウ
トをベースに定義している。標準的に必要なレ
イアウトが過不足なく記載されているか確認いただ
きたい。

【標準仕様書案の構成】

（別紙１）

業務フロー

（別紙３）

帳票詳細要件

（別紙２－１）

機能・帳票要件

（別紙２－２）

管理項目

標準仕様書

案

本編 別紙資料

（別紙４）

帳票レイアウト
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２．第0.9版からの変更点

○ 他システム連携について、第1.0版（案）では以下の通り対応している。

N

o

概要 検討・課題事項 対応方針（案）

1 課税情報の
連携

特定健診等システムにおいて、課税情報の連携
の必要性について検討が必要。
連携が必要な場合、どのような利用ケースを想
定して、どのような項目を連携する必要があるか
を整理する必要がある。

第２回WTにて課税情報の連携について構成員の皆様からア
ンケートを取得したところ、特定健診および後期高齢者健診
について、課税情報の連携機能は現在未実装であり、標準
準拠システムにおいても不要というご意見を多くいただいた。
一方で、個人住民税システムから課税情報を連携していると
いうご意見もいただいているが、特定健診等システムという
よりは、健康管理システムにおいて連携しているものと判断
し、特定健診等システムにおいては連携不要と考え、当該機
能要件を削除した。合わせて、課税情報から自己負担金額
を判定する機能も削除した。

■仕様書修正イメージ

■修正対象箇所
○（別紙２-１）機能・帳票要件
・01.特定健診等共通：機能ID0990007、0990008、0990009
・02.【特定健診】対象者管理：機能ID0990093、0990098
・04.【特定保健指導】対象者管理：機能ID0990140
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２．第0.9版からの変更点

○ 他システム連携について、第1.0版（案）では以下の通り対応している。

N

o

概要 検討・課題事項 対応方針（案）

3 後期高齢者
医療保険情
報の連携

後期高齢支援システム標準仕様書【第1.2版】に
おいて、「機能ID0250504：特定健診システムに、
後期高齢者医療保険情報（異動情報を含む）を、
提供できること」と定義されているが、実装区分
は標準オプション機能となっている。

後期高齢支援システムからの連携機能の実装区分を実装必
須機能から標準オプション機能に変更した。
代わりに後期高齢者医療広域連合電算処理システムより提
供される後期高齢者医療の被保険者情報ファイルを取り込
む機能を実装必須機能として追加した。

■仕様書修正イメージ

■修正対象箇所
○（別紙２-１）機能・帳票要件
・01.特定健診等共通：機能ID0990010、0990011、0990249



5

２．第0.9版からの変更点

○ 特定健診等データ管理システムとの連携について、第1.0版（案）では以下の通り対応している。

N

o

概要 検討・課題事項 対応方針（案）

1 連携インター
フェースの追
加

全国意見照会にて、以下インターフェースの連
携機能追加が必要ではないかとのご意見をいた
だいた。

○FKAC161
・特定健診結果等情報作成抽出（受診券情報）
ファイル
○FKAC167
・特定健診結果等情報作成抽出（健診結果情報
（横展開））ファイル
○FKAC171
・特定健診結果等情報作成抽出(全健診結果情
報(横展開))ファイル

第２回WTにて左記インターフェースの実装状況について構
成員の皆様からアンケートを取得した。
○FKAC161
・多くの構成員が実装済みであり、過年度の受診券情報の取
込を行う際にFKAC161が必要というご意見をいただいたため、
機能要件の追加を行った。
○FKAC167
・一部の構成員で実装済みであったが、FKAC163・164で同
様の情報の取込が可能であるため、機能要件の追加は不要
と判断している。
○FKAC171
・全ての構成員で実装されておらず、FKAC163・164で同様の
情報の取込が可能であるため、機能要件の追加は不要と判
断している。

■仕様書修正イメージ

■修正対象箇所
○（別紙２-１）機能・帳票要件
・02.【特定健診】対象者管理：機能ID0990250
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２．第0.9版からの変更点

○ 管理項目（別紙２－２）について、第1.0版（案）では以下の通り対応している。

N

o

概要 検討・課題事項 対応方針（案）

1 独自施策項
目の追加

全国意見照会にて、管理項目（別紙２－２）で定
義されている項目に追加して、自治体独自の項
目を管理する必要があるのではないかというご
意見を多数いただいている。

構成員の皆様からも同様の意見をいただいている。自治体
独自の健診・問診を実施するケースが想定されるため、管理
項目として独自施策項目を追加する。独自施策項目の考え
方は健康管理システム標準仕様書と平仄を合わせた形とし
ている。

■仕様書修正イメージ

■修正対象箇所
○（別紙２-２）管理項目
・03.【特定健診】健診情報管理：健診実施情報
・05.【特定保健指導】指導情報管理：初回面接実施情報、保健指導計画情報、中間評価情報、

継続支援情報、評価情報
・07.【後期高齢者健診】健診情報管理：後期高齢者健康診査
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２．第0.9版からの変更点

○ 管理項目（別紙２－２）について、第1.0版（案）では以下の通り対応している。

N

o

概要 検討・課題事項 対応方針（案）

2 第１期～第２
期の項目

全国意見照会にて、特定健診・特定保健指導の
第１期～第２期でのみ管理されていた項目につ
いても、管理項目として定義する必要があるの
ではないかというご意見を多数いただいている。

構成員の皆様からも同様の意見をいただいている。第１期か
らの健診結果を履歴管理し、業務に活用するケースが想定さ
れるため、第１期～第２期でのみ管理されていた項目につい
ても、管理項目として定義する。
また、特定健診、後期高齢者健診、特定保健指導で、管理項
目名およびエビデンスの記載粒度が合っていない箇所が
あったため、合わせて修正を行う。

■仕様書修正イメージ

■修正対象箇所
○（別紙２-２）管理項目
・03.【特定健診】健診情報管理：健診実施情報
・05.【特定保健指導】指導情報管理：初回面接実施情報、保健指導計画情報、中間評価情報、

継続支援情報、評価情報、計画上の集計情報、実施上の集計情報
・07.【後期高齢者健診】健診情報管理：後期高齢者健康診査
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２．第0.9版からの変更点

○ 実装必須機能が過剰ではないかというご意見をいただいており、第1.0版（案）では以下の通り対応している。

N

o

概要 検討・課題事項 対応方針（案）

1 除外対象者
情報管理機
能

除外対象者情報の管理については、特定健診
等データ管理システムでのみ管理するケースも
あり、標準オプション機能でも良いのではないか
とのご意見をいただいている。

ご意見のとおり、特定健診等データ管理システムでのみ管理
するケースもあるため、実装区分を標準オプション機能に変
更した。

■仕様書修正イメージ

■修正対象箇所
○（別紙２-１）機能・帳票要件
・01.特定健診等共通：機能ID0990038、0990039、0990248
・02.【特定健診】対象者管理：機能ID0990094、0990099
・04.【特定保健指導】対象者管理：機能ID0990149
・06.【後期高齢者健診】対象者管理：機能ID0990196
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２．第0.9版からの変更点

○ 帳票レイアウトについて、特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4.1版）に合わせて、
第1.0版（案）では以下の通り対応している。

N

o

概要 検討・課題事項 対応方針（案）

1 受診券・利用
券

被保険者証の廃止に伴い、特定健康診査・特定
保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4.1
版）に掲載されている受診券・利用券の様式に
おける裏面記載が変更となった。

様式に合わせて帳票レイアウト（別紙４）の修正を行った。最
終的には、特定健診等データ管理システムから出力される受
診券・利用券に合わせて、レイアウト調整を行う想定である。

■仕様書修正イメージ

■修正対象箇所
○（別紙４）帳票レイアウト
・02.【特定健診】対象者管理：01_特定健康診査受診券（１）_A4、03_特定健康診査受診券（１）_はがき

05_特定健康診査受診券（セット券）（１）_A4、07_特定健康診査受診券（セット券）（１）_はがき
・04.【特定保健指導】対象者管理：01_特定保健指導利用券（１）_A4、03_特定保健指導利用券（１）_はがき
・06.【後期高齢者健診】対象者管理：01_後期健康診査受診券（１）_A4、03_後期健康診査受診券（１）_はがき
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２．第0.9版からの変更点

○ 別紙２－１機能帳票要件の整合性を考慮し、第1.0版（案）では以下の通り対応している。

N

o

概要 検討・課題事項 対応方針（案）

1 機能帳票要
件（別紙２－
１）

特定健診・特定保健指導をそれぞれのサブユ
ニットで調達するケースを想定し、別紙２－１機
能帳票要件の02.【特定健診】対象者管理及び03.
【特定健診】健診情報管理にサブユニットとして
調達した場合の実装区分を分けて記載する必要
があるのではないかとのご意見をいただいてい
る。

ご意見の通りであるため、機能帳票要件（別紙２－１）の修正
を行った。

■仕様書修正イメージ

■修正対象箇所
○（別紙２-１）機能・帳票要件
・02.【特定健診】対象者管理全般
・03.【特定健診】健診情報管理全般
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２．第0.9版からの変更点

○ 医療機関情報について、第1.0版（案）では以下の通り対応している。

N

o

概要 検討・課題事項 対応方針（案）

1 医療機関情
報の管理

医療機関情報の管理について、健康管理システ
ムと平仄と合わせる形としてほしいというご意見
をいただいている。

健康管理システムと平仄を合わせ、自治体独自の医療機関
コードの管理（機能ID：0990223）を実装必須とした。ただ、特
定健診等業務においては、保険医療機関コードは必須であ
ると考えられるため、機能ID：0990021は実装必須のままとし
ている。

■仕様書修正イメージ

■修正対象箇所
○（別紙２-１）機能・帳票要件
・01.特定健診等共通：機能ID0990223

○（別紙２-２）管理項目
・01.【特定健診】特定健診等共通：医療機関情報
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３．その他の主なご意見について

○ その他の主なご意見について、第1.0版（案）では以下の通り整理している。

N

o

概要 検討・課題事項 対応方針（案）

1 標準帳票（別
紙３・４）

受診券・結果票等について、独自レイアウトで対
応している自治体もあるため、標準帳票（別紙
３・４）について標準オプション機能でも良いので
はないかとのご意見をいただいた。

独自レイアウトを許容してはいるものの、あくまで標準帳票を
もとに、任意のレイアウトに変更するという整理としているた
め、標準帳票については実装必須機能のままとしている。

2 特定健診等
データ管理シ
ステムとの連
携

特定健診等データ管理システムとの連携イン
ターフェースについて、すべてを実装必須にする
必要はないのではないかとのご意見をいただい
た。

除外登録者の連携については標準オプション機能としている。
それ以外の連携については、受診券情報・利用券情報・健診
結果情報・指導結果情報といった基本的な情報の連携となる
ため、実装必須機能のままとしている。

3 住登外情報
の連携

全国意見照会にて、国民健康保険システムおよ
び後期高齢者医療システムで管理している住登
外者情報（個人連絡先・送付先情報を含む）の
連携が必要ではないかとのご意見をいただいた。

第２回WTにて住登外者情報の連携について構成員の皆様
からアンケートを取得したところ、住登外者情報の連携機能
は現在未実装であり、標準準拠システムにおいても不要とい
うご意見を多くいただいた。
一方で、統合宛名管理システムから住登外者情報を連携し
ているというご意見もいただいているが、統合宛名管理シス
テムは独自施策システムと位置付けられるため、データ要
件・連携要件標準仕様書に準拠する形で連携されるものと考
えている。
上記を踏まえて、特定健診等システム標準仕様書としては、
住登外者情報の連携機能は標準化範囲外と整理している。
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４．適合基準日について

○ 適合基準日について、以下の通り整理している。

○ 令和７年度末までは現行の標準化対応で自治体及びベンダが手一杯になることを想定すると、

・令和８年度に予算調整用のFit＆Gapを実施

・令和９年度にベンダ選定、予算調整を実施

・令和10年度に標準準拠システムへの移行作業を実施

というスケジュールも想定される。

○ 適合基準日はあくまで最終期限であり、適合基準日より前に実装することも可能であることを踏まえて、

ベンダ構成員のご意見を考慮すると、適合基準日を令和11年４月１日とするのはいかがか。

⇒上記の適合基準日素案についてご意見をいただきたい。

⇒今後、構成員の皆様および全国意見照会でのご意見を踏まえて、関係省庁との協議を進める。
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